
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日
提
出

質

問

第

八

六

号

森
林
吸
収
源
対
策
と
し
て
の
森
林
整
備
の
促
進
と
山
村
活
性
化
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

本

拓
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森
林
吸
収
源
対
策
と
し
て
の
森
林
整
備
の
促
進
と
山
村
活
性
化
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

京
都
議
定
書
で
定
め
ら
れ
た
我
が
国
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
目
標
（
二
〇
一
二
年
ま
で
に
一
九
九
〇
年
比
で
六
パ
ー

セ
ン
ト
削
減
）
を
達
成
す
る
た
め
、
森
林
吸
収
源
対
策
と
し
て
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
約
千
三
百
万
炭
素
ト
ン
）
分
の
算
入
が

必
要
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
平
成
十
九
年
度
よ
り
年
間
五
十
五
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
目
標
と
す
る
間
伐
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。先

の
衆
院
選
に
お
け
る
民
主
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
一
九
九
〇
年
比
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
を

打
ち
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
森
林
整
備
と
そ
れ
を
支
え
る
山
村
が
果
た
す
べ
き
役
割
が
一
段
と

重
要
と
な
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

森
林
吸
収
源
対
策
に
つ
い
て

�

温
室
効
果
ガ
ス
を
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
一
九
九
〇
年
比
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
森
林
吸

収
源
対
策
で
は
何
パ
ー
セ
ン
ト
の
算
入
を
見
込
ん
で
い
る
か
。

�

前
記
の
森
林
吸
収
源
対
策
を
実
施
す
る
た
め
の
予
算
は
、
来
年
度
か
ら
措
置
す
る
か
。

一



二

森
林
管
理
・
環
境
保
全
直
接
支
払
制
度
に
つ
い
て

�

先
の
衆
院
選
に
お
け
る
民
主
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
「
国
土
保
全
、
水
源
か
ん
養
、
水
質
浄
化
、
温
暖
化
ガ
ス
吸
収

な
ど
多
面
的
な
機
能
を
有
す
る
農
山
漁
村
を
再
生
す
る
」
と
し
て
、
林
業
に
お
い
て
は
、
間
伐
等
の
森
林
整
備
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
費
用
を
森
林
所
有
者
に
交
付
す
る
「
森
林
管
理
・
環
境
保
全
直
接
支
払
制
度
」
を
導
入
す
る
旨
の
記
載

が
あ
る
が
、
「
森
林
所
有
者
」
と
は
分
収
造
林
を
行
っ
て
い
る
森
林
整
備
法
人
等
を
含
む
か
。
含
む
な
ら
ば
森
林
整
備
法

人
等
の
行
う
森
林
整
備
事
業
に
対
し
て
は
如
何
な
る
助
成
を
行
う
考
え
か
。

�

現
行
で
は
、
森
林
整
備
事
業
に
お
い
て
造
林
、
間
伐
、
林
道
整
備
等
へ
の
補
助
金
制
度
が
あ
る
が
、
森
林
管
理
・
環
境

保
全
直
接
支
払
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
既
存
の
補
助
金
制
度
に
変
更
が
あ
る
か
を
示
さ
れ
た
い
。

�

全
国
に
四
十
あ
る
林
業
公
社
の
長
期
債
務
は
、
平
成
二
十
年
三
月
時
点
で
合
計
約
一
兆
千
七
百
九
十
四
億
円
で
あ
る
。

森
林
管
理
・
環
境
保
全
直
接
支
払
制
度
で
、
公
社
造
林
地
の
間
伐
等
の
森
林
整
備
を
進
め
る
考
え
は
あ
る
か
。

�

現
行
の
補
助
金
制
度
の
運
用
、
支
払
い
に
際
し
て
は
、
地
域
の
森
林
組
合
が
窓
口
と
な
る
例
が
多
い
。
森
林
管
理
・
環

境
保
全
直
接
支
払
制
度
で
は
、
森
林
組
合
は
い
か
な
る
役
割
を
持
つ
と
想
定
し
て
い
る
か
を
示
さ
れ
た
い
。

三

森
林
整
備
の
促
進
、
山
村
活
性
化
策
に
つ
い
て

二



�

森
林
整
備
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
山
林
の
地
籍
調
査
に
よ
り
森
林
の
境
界
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
山
林

の
地
籍
調
査
を
森
林
整
備
と
一
体
的
に
、
所
有
者
負
担
無
し
で
、
国
が
推
進
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。

�

公
共
施
設
・
住
宅
・
火
力
発
電
等
へ
の
国
産
材
・
間
伐
材
の
利
用
拡
大
と
価
格
の
安
定
化
が
望
ま
れ
る
。
政
府
は
今

後
、
い
か
な
る
施
策
を
講
じ
る
考
え
か
。

�

山
村
活
性
化
策
と
し
て
、
国
産
材
の
安
定
供
給
体
制
確
立
や
、
人
材
確
保
、
雇
用
拡
大
等
が
望
ま
れ
る
。
政
府
は
今

後
、
い
か
な
る
施
策
を
講
じ
る
考
え
か
。

右
質
問
す
る
。

三


